
（令和５年10月5日）

新型コロナに関する住民への注意喚起について

道民の皆様への注意喚起については、様々な要素

を総合的に判断しており、この度「新たな要素」を

加えました。

※ 「定点当たり報告数（30人）」は、季節性インフルエンザ

のような「注意報・警報」等の基準ではなく、総合的に判断

するための目安の一つです。

医療への負荷の状況を踏まえて、早め早めの注意喚起を呼

びかけます。

■ 保健医療の負荷の状況

■ 医療現場及び関係団体への聞き取り

■ 季節や連休、夏・冬休み、雪祭り等のイベント等

■ 定点当たり報告数（３０人）※ 【新たな要素】
u 

総合的に判断するための要素


